
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

福
島
県
人
事
委
員
会

○
職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
平
成
二
十
九
年
度
福
島
県
職
員
（
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
）
採
用
候
補
者
試

験
を
行
う
件

一

福
島
県
人
事
委
員
会

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
八
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
行
政
事
務

別
表
第
二
福
島
県
職
員
（
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
）
採
用
候
補
者
試
験
の
項
中

「
行
政
事
務

一
般
行
政
の
事
務
（
警
察
本
部

察
署
等
に
お
け
る
も
の
を
除
く

関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

一
般
行
政
の
事
務
（
警
察
本
部
及
び
警

と
す
る
職

察
署
等
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に

を

関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務

農
業
土
木

主
と
し
て
農
業
土
木
に
関
す
る

と
す
る
職

」

技
術
又
は
そ
の
他
の
能
力
を
必

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職

る
職

及
び
警

。
）
に

を
職
務

に
改
め
る
。

知
識
、

要
と
す

務
と
す

」附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）

公
告
第
八
号

平
成
二
十
九
年
度
福
島
県
職
員
（
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
）
採
用
候
補
者
試
験
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
八
日

福
島
県
人
事
委
員
会

一

区
分
試
験
、
採
用
予
定
人
員
及
び
受
験
資
格

採
用
予
定

区
分
試
験

受

験

資

格

人

員

農
業
土
木

若

干

名

昭
和
三
十
三
年
四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
者
で
、
民
間
企
業

に
お
け
る
職
務
経
験
を
五
年
（
一
年
未
満
の
就
業
期
間
及
び
一
月

を
超
え
る
休
職
、
休
業
そ
の
他
の
職
務
に
従
事
し
て
い
な
い
期
間

を
除
き
ま
す
。
）
以
上
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
の

資
格
が
あ
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で

き
ま
せ
ん
。

一

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

二

成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
又
は
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産

者
三

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又

は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

───────────────────────────────────────────────────────────
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四

福
島
県
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分

の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

五

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は

そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す

る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

二

試
験
の
方
法
及
び
内
容

１

第
一
次
試
験

㈠

教
養
試
験
（
多
肢
選
択
式
）

出
題
分
野
及
び
出
題
分
野
別
出
題
予
定
数
は
、
別
表
の
と
お

り
と
し
ま
す
。

㈡

論
文
試
験

２

第
二
次
試
験

㈠

口
述
試
験

㈡

適
性
検
査

三

試
験
期
日
、
試
験
地
及
び
合
格
者
発
表

区

分

試

験

期

日

試

験

地

合

格

者

発

表

第
一
次
試
験

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十

福

島

市

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
五
日

四
日
（
日
）

（
水
）
に
福
島
県
庁
前
掲
示
場
並

び
に
郡
山
、
白
河
、
会
津
若
松
、

南
会
津
、
南
相
馬
及
び
い
わ
き
の

各
福
島
県
合
同
庁
舎
前
掲
示
場
に

合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る

ほ
か
、
合
格
者
に
通
知
し
ま
す
。

第
二
次
試
験

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十

福

島

市

平
成
二
十
九
年
十
二
月
八
日

四
日
（
火
）
か
ら
同
月
十

（
金
）
に
福
島
県
庁
前
掲
示
場
並

五
日
（
水
）
ま
で
の
二
日

び
に
郡
山
、
白
河
、
会
津
若
松
、

間
の
う
ち
指
定
す
る
一
日

南
会
津
、
南
相
馬
及
び
い
わ
き
の

各
福
島
県
合
同
庁
舎
前
掲
示
場
に

合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る

ほ
か
、
合
格
者
に
通
知
し
ま
す
。

四

受
験
申
込
み
の
手
続

１

受
験
申
込
書
の
配
布

受
験
申
込
書
は
、
福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号
（
県
庁
内
）
電

話
（
〇
二
四
）
五
二
一
―
七
五
九
〇
）
、
福
島
県
地
方
振
興
局
、
福
島
県
東
京
事
務
所
、
福
島
県

大
阪
事
務
所
、
福
島
県
北
海
道
事
務
所
及
び
福
島
県
名
古
屋
事
務
所
に
お
い
て
配
布
し
ま
す
。

２

受
験
の
申
込
み

受
験
希
望
者
は
、
所
定
の
受
験
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ふ
く
し
ま
県
市
町
村
共
同
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
受
験
希
望
者
は
、
当
該
シ

ス
テ
ム
で
入
力
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
項
目
を
全
て
入
力
し
、
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

３

申
込
受
付
期
間
及
び
申
込
受
付
時
間

㈠

申
込
受
付
期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
八
日
（
金
）
か
ら
同
年
八
月
二
十
五
日
（
金
）
ま
で
で
す
（
郵
便

に
よ
る
申
込
み
は
、
同
年
八
月
二
十
五
日
ま
で
の
通
信
日
付
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け

ま
す
。
）
。

㈡

申
込
受
付
時
間

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
平
成
二
十
九
年
八
月
十
一
日
（
金
）
を
除
き
ま
す
。
）
の
午
前

八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
で
す
。

た
だ
し
、
ふ
く
し
ま
県
市
町
村
共
同
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
シ

ス
テ
ム
が
稼
働
し
て
い
る
時
間
帯
（
平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
五
日
（
金
）
に
あ
っ
て
は
、
午

後
五
時
十
五
分
ま
で
）
と
な
り
ま
す
。

五

給
与

１

初
任
給

こ
の
試
験
に
合
格
し
、
採
用
さ
れ
る
と
、
一
八
九
、
一
〇
〇
円
の
初
任
給
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

２

そ
の
他
の
給
与

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号
）
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
諸
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

六

合
格
か
ら
採
用
ま
で

合
格
者
名
は
、
区
分
試
験
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
第
二
次
試
験
に
係
る
得
点
順

に
登
載
さ
れ
た
上
、
任
命
権
者
に
提
示
さ
れ
、
そ
の
中
か
ら
採
用
者
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

七

問
合
せ
先

こ
の
試
験
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

別
表教

養
試
験
出
題
分
野
一
覧
表
（
（

）
内
は
、
出
題
分
野
別
出
題
予
定
数
）

社
会
科
学
（
９
）
、
人
文
科
学
（
９
）
、
自
然
科
学
（
７
）
、
文
章
理
解
（
９
）
、
判
断
推
理

（

）
及
び
数
的
推
理
・
資
料
解
釈
（
６
）

10

（
採
用
給
与
課
）
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